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 市第 158 号議案 

   横浜市住居表示に関する条例の一部改正 

 横浜市住居表示に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

平成22年２月16日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市住居表示に関する条例の一部を改正する条例 

 横浜市住居表示に関する条例（昭和39年９月横浜市条例第95号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「基づき、」を「基づき定める事項その他」に改める。 

第６条を第８条とし、第５条の次に次の２条を加える。 

 （住居表示台帳等の写しの交付） 

第６条 何人も、規則で定めるところにより、法第９条第１項に規 

定する住居表示台帳（以下「住居表示台帳」という。）並びに第

３条第１項の規定による届出及び同条第２項の規定による申出に

係る書類（以下「届出書等」という。）の写しの交付を請求する

ことができる。 

２ 市長は、届出書等の一部に横浜市の保有する情報の公開に関す

る条例 (平成12年２月横浜市条例第１号 )第７条第２項に規定す

る非開示情報が記録されているときは、同条例第８条の規定の例

により、当該届出書等の写しを交付するものとする。 

（手数料） 

第７条 前条第１項の規定により住居表示台帳又は届出書等の写し 

の交付を請求するものは、当該写しの交付を受けるときまでに、
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次に掲げる手数料を納付しなければならない。 

(1)  住居表示台帳の写し １街区につき 300 円 

(2)  届出書等の写し １件につき 600 円 

２ 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理 

由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別 

の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。 

４ 横浜市手数料条例（平成12年３月横浜市条例第32号）第２条第

163 号の規定にかかわらず、法第９条第２項の規定による住居表

示台帳の閲覧に係る手数料は、徴収しない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成22年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市住居表示に関する条例第７条の

規定は、この条例の施行の日以後の請求に係る手数料について適

用する。 

 

提 案 理 由 

 住居表示台帳等の写しの交付の請求の手続並びに写しの交付に係

る手数料の額及びその徴収に関し必要な事項を定める等のため、横

浜市住居表示に関する条例の一部を改正したいので提案する。 
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  参  考  

   横 浜 市 住 居 表 示 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                    上 段  改 正 案  
                    (下 段  現  行)   

   

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 住 居 表 示 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 37 年 法 律 第 119  

                           基 づ 
号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ４ 条 及 び 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 
                           基 づ 

き 定 め る 事 項 そ の 他 
         住 居 表 示 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と 
き 、 

す る 。 

（ 住 居 表 示 台 帳 等 の 写 し の 交 付 ） 
 

第 ６ 条  何 人 も 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 法 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 
 

定 す る 住 居 表 示 台 帳 （ 以 下 「 住 居 表 示 台 帳 」 と い う 。） 並 び に 第 
 

３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 出 に 
 

係 る 書 類 （ 以 下 「 届 出 書 等 」 と い う 。） の 写 し の 交 付 を 請 求 す る 
 

こ と が で き る 。 
 

２  市 長 は 、 届 出 書 等 の 一 部 に 横 浜 市 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す 
 

る 条 例 ( 平 成 12 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 １ 号 ) 第 ７ 条 第 ２ 項 に 規 定 す 
 

る 非 開 示 情 報 が 記 録 さ れ て い る と き は 、 同 条 例 第 ８ 条 の 規 定 の 例 
 

に よ り 、 当 該 届 出 書 等 の 写 し を 交 付 す る も の と す る 。 
 

（ 手 数 料 ） 
 

第 ７ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 住 居 表 示 台 帳 又 は 届 出 書 等 の 写 し 
 

の 交 付 を 請 求 す る も の は 、 当 該 写 し の 交 付 を 受 け る と き ま で に 、 
 

次 に 掲 げ る 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 
 

(1)  住 居 表 示 台 帳 の 写 し  １ 街 区 に つ き  300 円  
 

(2)  届 出 書 等 の 写 し  １ 件 に つ き  600 円  
 

２  既 納 の 手 数 料 は 、 返 還 し な い 。 た だ し 、 市 長 が や む を 得 な い 理 
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由 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

 
 

３  市 長 は 、 公 益 上 必 要 が あ る と 認 め る と き 、 又 は 災 害 そ の 他 特 別 
 

の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 手 数 料 を 減 免 す る こ と が で き る 。 
 

４  横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 12 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 32 号 ） 第 ２ 条 第 
 

163 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 住 居 表 
 

示 台 帳 の 閲 覧 に 係 る 手 数 料 は 、 徴 収 し な い 。 
  

（ 委 任 ） 

第 ８ 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 ６ 条 
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